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※下線部は変更点 

楯山地区モデル事業（楯
た

っちゃん丸タクシー）に係る運行内容の変更について 

 
１ 協議事項の概要 

（１）対象路線  

楯山地区モデル事業（愛称：楯
た

っちゃん丸タクシー） 
 

（２）協議内容  

一般乗用旅客自動車運送事業者による乗合旅客運送事業の廃止 

 

（３）変更理由 

   楯山地区において、高齢者をはじめとする地区住民を対象とした新たな公共交通の導入に向けた

モデル事業(楯っちゃん丸タクシー)をこれまで 3ヵ月間(R5.10 月、R6.1 月、4 月)実施したが、想定

を下回る利用回数であったこと及び地区を対象としたアンケート調査結果では「行きたい場所に行

けない」、「時間の制限があって不便」との声が多数あったことから、次期実験期間である 7 月につい

ては、目的地の拡充や利用時間の制約緩和などの見直しに併せて、事務の効率化を図るため運行形態

を変更するもの。 

 

（４）変更点 

 【変更後】 【変更前】 

運 行 形 態 

道路運送法第３条第１号ハに基づく一般乗

用旅客自動車運送事業 

道路運送法第２１条に基づく一般乗用旅客

自動車運送事業による乗合旅客運送（区

域運行） 

 

（５）変更時期 

 令和６年７月１日（月）から 

 

２（参考）楯山地区モデル事業（楯っちゃん丸タクシー）の概要 

 【変更後】 【変更前】 

運 行 形 態 

道路運送法第３条第１号ハに基づく一般乗

用旅客自動車運送事業 

道路運送法第２１条に基づく一般乗用旅客

自動車運送事業による乗合旅客運送（区

域運行） 

使 用 車 両 普通タクシー（定員 5 名） 

利 用 対 象 者 
楯山地区住民 

※事前登録制 

風間・青野町内会を除く楯山地区住民 

※事前登録制 

運 行 区 域 

楯山地区周辺にある生活関連施設57施設

（別紙「利用可能施設一覧」参照） 

風間・青野町内会を除く楯山地区（十文

字・新開・青柳町内会）からヨークベニマル

落合店又はヤマザワ漆山店、楯山駅 

運行実験期間 R6.7 月 R5.10 月、R6.1 月、4 月、7 月 

運 行 日 月曜日～金曜日（平日） 水曜日、金曜日 

資料１ 
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※下線部は変更点 

 【変更後】 【変更前】 

運 行 時 間 

事前予約制 

8：00～16：00(予約のない場合は運行しな

い。） 

事前予約制 

8 便/日のダイヤを設定(予約のないダイヤ

は運行しない。） 

利 用 料 金 

１乗車大人（中学生以上）  500 円 ＜R5.10 月、R6.4 月＞ 

１乗車大人（中学生以上）  500 円 

＜R6.1 月＞ 

大人（中学生以上） 

１名乗車時 ５００円 

２名乗車時：１名当たり ２５０円 

３名乗車時：１名当たり ２００円 

４名乗車時：１名当たり １５０円 

運 行 事 業 者 山形地区ハイヤー協議会 

 

 



医療機関 商業施設 ⾦融機関
①安孫子内科医院
②伊沢内科胃腸科医院
③いそだ医院
④うるしやまクリニック
⑤小川クリニック
⑥小松医院
⑦髙橋外科内科医院
⑧大野目クリニック
⑨大野目耳鼻科
⑩ときめき形成外科
⑪平本整形外科
⑫ファミリークリニックやざわ
⑬深瀬内科医院
⑭山口ハートクリニック
⑮くわぞえ整形外科クリニック
⑯⾼橋⻭科医院
⑰⻘山⻭科医院
⑱大沼⻭科医院
⑲池野⻭科医院
⑳江良⻭科医院

㉑まほろば⻭科大野目診療所
㉒⿅野⻭科医院
㉓豊⽥会五⼗鈴⻭科診療所
㉔笹原⻭科医院
㉕鈴川リアデンタルクリニック
㉖山形県⽴中央病院
㉗山形済生病院
㉘千歳篠⽥病院

㉙ヤマザワ漆山店
㉚ヨークベニマル落合店
㉛おーばん山形東店
㉜業務スーパー大野目店
㉝ツルハドラッグ五⼗鈴店
㉞DCM落合店
㉟ダイユーエイト山形花楯店
㊱ニトリ山形北店
㊲東京インテリア家具山形店
㊳ヤマダ電機テックランド

山形本店

㊹山形銀⾏鈴川⽀店
㊺きらやか銀⾏北営業部
㊻ 荘 内 銀 ⾏ と きめ き通 り

⽀店
㊼山形農業協同組合

⾼楯⽀店
㊽山形農業協同組合

千歳⽀店
㊾楯山郵便局
㊿出⽻郵便局

公共施設 交通結節点

㊴楯山コミュニティセンター
（たてやまなかま館）

㊵国際交流プラザ
（ビッグウイング）

㊶総合スポーツセンター
㊷鈴川ことぶき荘
㊸漆山やすらぎ荘

51 ⽻前千歳駅
52 南出⽻駅
53 漆山駅
54 楯山駅
55 大野目（バス停）
56 落合口（バス停）
57 千歳（バス停）

利⽤可能施設⼀覧

別 紙



 

コミュニティバス等の国庫補助の申請に係る計画について 

 

１ 補助の概要 

概要 地域間幹線系統（複数の市町村にまたがって走る広域的な路線バス）

を補完する、赤字の支線（フィーダー）の運行経費に対する補助 

補助対象事業者 補助対象事業者は地域公共交通活性化再生法に基づく協議会 

※山形県内の市町村の場合は山形県公共交通活性化協議会 

補助対象額 補助対象額は、①補助対象経費（経常費用から経常収益を控除した

額）合計額の１／２と、②当該市区町村毎に算定される国庫補助上限

額のいずれか少ない額 

主な補助要件 都道府県等が定めた地域公共交通計画に確保・維持が必要であると

して掲載され、  

・一般乗合旅客自動車運送事業者、一般乗用旅客自動車運送事業 

者、自家用有償旅客運送者による運行であること 

・国庫補助対象地域間幹線系統を補完するものであること又は過疎地

域等の交通不便地域の移動確保を目的とするものであること  

・国庫補助対象地域間幹線系統等へのアクセス機能を有するものであ

ること  

・新たに運行又は公的支援を受けるものであること  

・乗車人員が２人／１回以上であること 

山形市の補助対象

路線（予定） 

・コミュニティバス高瀬線 

・スマイルグリーン号 

・路線バス（５路線） 

 

２ 当協議会の役割 

県協議会が補助対象事業者として国に認定手続きを行うにあたっては、補助対象路線

の目的や目標、効果などを定めた計画について、県協議会での協議を経る必要がある。 

  県協議会での協議にあたり、山形市の補助対象路線の計画について当協議会の意見

を反映するもの。 

 

 

３ 計画（案） 

  別紙「地域内フィーダー系統確保維持改善計画（案）」のとおり 

  ※当協議会の意見を反映させる部分を抜粋。 
 

資料２ 
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地域内フィーダー系統確保維持改善計画（案） 

（地域内フィーダー系統に係る地域公共交通確保維持事業の詳細） 

 

１．地域公共交通確保維持事業の内容及び実施主体に関する詳細 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○山形県地域公共交通計画＜施策・事業３－２－１＞ 

当該路線について、市内関係者及び地域の意見を踏まえた改善や見直しの検討等を定期的

に行う。 

・山形市地域公共交通協議会専門部会における協議及び地域のニーズを踏まえた系統・便

数・運行ダイヤ等の見直し・改善（山形市） 

○山形県地域公共交通計画＜施策・事業１－１－１＞＜１－２－１＞ 

山形県地域公共交通情報共有基盤に対し、GTFS-JP 等のデータを適時適切に提供する。 

・GTFS-JP の作成・提供（山形市） 

・本市作成の GTFS-JP を活用した市内公共交通の運行情報を市ホームページ内「山形市地 

図情報」へ掲載（山形市） 

・やまがた MaaS「らくのる」のポータルサイトにおいて、路線情報や観光情報等を掲載し 

たデジタルマップの作成検討（山形市） 

○山形県地域公共交通計画＜施策・事業３－１－１＞ 

本事業の対象路線が接続する地域間交通ネットワークの維持・強化を図る。 

・交通系ＩＣカードの市民や来訪者への普及啓発（事業者、山形市） 

○その他、公共交通サービスの利用促進や改善のための事業を実施する。 

・デジタルサイネージの設置や上屋の整備等の交通結節点の整備（山形市） 

・路線バスやコミュニティバス等市内の公共交通ネットワークが一目で分かる公共交通 

マップの作成・配布（山形市） 

・バスの乗り方教室等による公共交通利用のきっかけづくりや啓発活動を通したモビリ   

 ティマネジメントの実施（山形市、事業者） 

・MaaS の普及啓発（山形市、事業者） 

 

２．運行系統の利用者の数、収支、費用に係る国又は地方公共団体の支出の額その

他の定量的な目標・効果及びその評価手法・測定方法 

  

 

 

 

 

 

○山形県地域公共交通計画 大目標 数値目標２の山形市相当分の達成 

・県全体目標値（目標年度 R7 年度末） 

ＲＥＳＡＳの移動実態数値（本県への来訪者数等）：県外 60,000 人、県内 70,000 人 

・山形市目標値（目標年度 R7 年度末） 

県外 12,245 人、県内 3,016 人 

 

＜概要＞ 

山形県及び山形市においては、持続可能で利便性の高い地域公共交通計画の維持

や、自動車に頼らなくても誰もが快適に移動できる環境の構築にむけて、取り組むべき内

容について定めた地域公共交通計画を策定している。 

 地域内フィーダー系統についても、これらの計画に位置付けられた路線の１つであるこ

とから、山形県地域公共交通計画及び山形市地域公共交通計画の施策や事業に基づき

確保維持を行う。 

＜概要＞  

地域内フィーダー系統の目標・効果及びその評価手法・想定方法については、山形県

地域公共交通計画に定めた目標をもとに定めている。ただし、県計画に定めがない事項

（路線の収支率）や、県計画と市計画の記載に齟齬がある場合は市計画の内容をもとに

目標を定めている。目標値はいずれも両計画の最終年度の令和 7 年度末。 
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○山形県地域公共交通計画 中目標（３）数値目標３の山形市相当分の達成 

・県全体目標値（目標年度 R7 年度末） 

市町村総合交付金対象路線・サービス（本計画対象系統を含む地域内交通ネットワーク 

全体）の人口あたりの乗車人員：2.50 回／人 

・山形市の目標値（目標年度 R7 年度末） 

4.98 回／人（直近年度の実績 4.48 回／人） 

○山形県地域公共交通計画 中目標（３）数値目標４の山形市相当分の達成 

・県全体目標値（目標年度 R7 年度末） 

市町村の移動サービスに対する負担額 

地域鉄道     ：7,203 万 6 千円（直近年度の実績 7,203 万 6千円） 

路線バス     ：4 億 6,000 万円（直近年度の実績 4億 7,553 万 4千円） 

コミュニティバス：4 億 4,000 万円（直近年度の実績 5億 3,331 万 4 千円） 

デマンド交通    ：1 億 5,000 万円（直近年度の実績 2億 4,033 万 9 千円） 

タクシー        ：1 億円 （直近年度の実績 103 万円） 

・山形市目標値（目標年度 R7 年度末） 

路線バス ：3,477 万 9 千円（直近年度の実績 7,789 万 3千円） 

コミュニティバス：3,078 万 2 千円（直近年度の実績 5,833 万 2 千円） 

デマンド交通：263 万 8 千円（直近年度の実績 316 万 5千円） 

〇上記目標を達成するための年次目標 

  ⑴コミュニティバス高瀬線 

・年間利用者数：4,502 人以上（直近年度の実績 3,334 人） 

    ・収支率：7.7％以上（直近年度の実績 6.6％） 

    ・山形市負担額 432 万 8 千円（直近年度の実績 654 万 5千円） 

  ⑵スマイルグリーン号 

・年間利用者数：2,022 人以上（直近年度の実績 1,918 人）   

・収支率：14.0％以上（直近年度の実績 11.5％）   

・山形市負担額：273 万 1 千円（直近年度の実績 316 万 5 千円） 

  ⑶路線バス 

   ①山交ビル～関沢線 

    ・年間利用者数：48,581 人以上（直近年度の実績 48,100 人） 

    ・収支率：50.8％以上（直近年度の実績 45.3％） 

    ・山形市負担額 363 万 9 千円（直近年度の実績 367 万 6千円） 

 ②山交ビル～山寺線 

・年間利用者数：48,615 人以上（直近年度の実績 48,134 人） 

    ・収支率：50.8％以上（直近年度の実績 45.3％） 

    ・山形市負担額 723 万 2 千円（直近年度の実績 730 万 5千円） 

 ③山交ビル～新山線 

・年間利用者数：14,128 人以上（直近年度の実績 13,988 人） 

    ・収支率：66.4％以上（直近年度の実績 66.0％） 

    ・山形市負担額 31 万 8 千円（直近年度の実績 32 万 1 千円） 

 ④山交ビル（県庁）関沢線 

・利用者数：4,429 人以上（直近年度の実績 4,385 人） 

    ・収支率：62.0％以上（直近年度の実績 61.6％） 

    ・山形市負担額 46 万 3 千円（直近年度の実績 46 万 8 千円） 
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⑤山交ビル～唐松観音線 

・年間利用者数：59,507 人以上（直近年度の実績 58,918 人） 

    ・収支率：95.7％以上（直近年度の実績 95.6％） 

・山形市負担額 51万 6千円（直近年度の実績 52万 1 千円） 

〇事業の効果 

 ・上記路線を維持することにより、山形市内高瀬地区、山寺地区、東沢地区、大郷地区、

明治地区及び当該地区と隣接する中山町及び天童市の高齢者等の日常生活に必要不可欠

な移動手段が確保される。また、幹線・支線のネットワークが連携することで、効率的

な運行体系が実現できる。さらには、外出促進・地域活性化にもつながる。 

〇上記目標・細目標の評価手法・測定方法 

・上記目標・細目標の年度毎の達成状況について、最新のＲＥＳＡＳの数値や事業者等か

ら提出された利用者数・収支率等の実績を基に、山形市地域公共交通協議会専門部会及

び山形県地域公共交通活性化協議会において評価・検討を行う。 

 

３．利用者等の意見の反映状況 

山形県地域公共交通活性化協議会及びその地域別部会については、原則すべての資料及び議

事が協議会事務局（山形県）により山形市民も含めた県民全てに公開され、議事やその他地域

公共交通に関する意見の提供ができる状況にあり、提供された意見については、施策の反映に

つなげている。 

 本市では、山形市地域公共交通協議会から意見を聴取するほか、必要に応じて地区等との意

見交換会を開催することで利用者等の意見を聴取し、施策の反映につなげている。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


